
春日井市自動体外式除細動器貸出要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内で開催される行催事における救命活動に備えるため自

動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の貸出について必要な事項を定

めるものとする。 

（貸出対象） 

第２条 市長は、次のいずれにも該当する行催事の主催者に対し、ＡＥＤを貸し

出すことができる。 

 ⑴ 市内で開催されるもの 

 ⑵ ＡＥＤの使用方法に関する講習を受講した者が行催事の会場に常駐する

もの  

 ⑶ その他市長が必要と認める条件をみたすもの 

（貸出期間） 

第３条 ＡＥＤの貸出期間は、７日間を限度とする。ただし、市長が特に必要と

認める場合は、この限りでない。 

（申請手続） 

第４条 ＡＥＤの貸出を希望する者は、貸出を受けようとする日の３０日前まで

に、春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出申請書（第１号様式）により

市長に申請するものとする。 

（貸出の承認） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸出の可否を

決定し、春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出承認（不承認）通知書（第

２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（機器の管理） 

第６条 前条の承認を受けた者（以下「借受者」という。）は、当該ＡＥＤを常

に良好な状態で管理し、使用するものとする。 



２ 借受者は、借り受けたＡＥＤの運搬及び維持管理に要する費用を負担するも

のとする。 

（承認内容の変更） 

第７条 借受者が、承認内容を変更しようとするときは、あらかじめ春日井市自

動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出変更申請書（第３号様式）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 変更の承認については、第５条の規定を準用する。 

（返却） 

第８条 借受者は、春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用状況報告書（第

４号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 借受者がＡＥＤを返却するときは、市長の点検を受けるものとする。 

（破損・紛失届） 

第９条 借受者は、借り受けたＡＥＤを破損又は紛失したときは、速やかに自動

体外式除細動器（ＡＥＤ）破損・紛失届（第５号様式）を市長に提出するもの

とする。 

（損害賠償） 

第 10条 借受者が故意又は重大な過失により借り受けたＡＥＤを破損又は紛失

した場合は、借受者は、その損害を賠償するものとする。 

（返還） 

第 11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第３条の規

定にかかわらず、借受者に対し、ＡＥＤの返還を求めることができる。 

 ⑴ 借受者が当該ＡＥＤを使用しなくなったとき。 

 ⑵ 借受者がこの要綱の規定に違反したとき。 

⑶ その他市長が特に必要があると認めたとき。 

（雑則） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 



   附 則 

 この要綱は、平成 19年５月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 改正後の春日井市自動対外式除細動器貸出要綱の規定は、平成30年４月１

日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市自動対外式除細動器貸出要綱の規

定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市自動対外式除細動

器貸出要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして

使用することがある。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の春日井市自動体外式除細動器貸出要綱の規

定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の

春日井市自動体外式除細動器貸出要綱の規定にかかわらず、当分の間、その

まま又は所要の訂正をして使用することがある。



第１号様式（第４条関係） 

 

春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

 
             申請者 団体名                  
 
                 住 所                  
  
                 役 職                  
 
                 氏 名                  
                     
                 連絡先                  
                  

 春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出要綱第４条に基づき、ＡＥＤの貸出

を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

行催事の名称 
 

行催事の場所  

行催事の開催日 
   年  月  日 から    年  月  日まで 

                     日間 

貸出を受ける期間 
 年  月  日 から    年  月  日まで 

                      日間 

貸出を受ける台数 台 

※当該行催事の開催資料を添付すること。 



第２号様式（第５条関係） 

 

春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出承認（不承認）通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

              様 

 

                      春日井市長  

 

 

 春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出要綱第５条に基づき、  年 月 日

付けで申請のあったことについて、貸出を（承認する・不承認する）ので通知しま

す。 

 

行催事の名称 
 

行催事の場所  

行催事の開催日 
   年  月  日 から    年  月  日まで 

                     日間 

貸出する期間 
   年  月  日 から    年  月  日まで 

                      日間 

ＡＥＤのモデル番号

及び製造番号 
 

不承認の理由  

※ＡＥＤの使用方法に関する講習を受講した者が行催事の会場に常駐すること。 



第３号様式（第７条関係） 

 

春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出変更申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 
 
             申請者 団体名                  
 
                 住 所                  
  
                 役 職                  
 
                 氏 名                  
                        

                 連絡先                  
 

 春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出要綱第７条に基づき、 年  月  

日付けで貸出承認を受けた内容について、次のとおり変更したいので申請します。 

 

変更する項目 変  更  前 変  更  後 

   

 



第４号様式（第８条関係） 

 

春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用状況報告書 

 

  年  月  日 

 
（宛先）春日井市長 
 

             申請者 団体名                  
 
                 住 所                  
  
                 役 職                  
 
                 氏 名                  
                        

                 連絡先                  
 
 春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出要綱第８条に基づき、借用したＡＥ

Ｄの使用状況を、次のとおり報告します。 

 

使用の有無 有    ・    無 

使用状況 

（使用有の場合） 

日 時 ：    年   月   日   時   分 

場 所 ： 

状 況 ：   

   

返却時確認 

（職員記入欄） 
     良   ・   不良     確認者 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）破損・紛失届 

 

  年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

 
             申請者 団体名                  
 
                 住 所                  
  
                 役 職                  
 
                 氏 名                  
                      

                 連絡先                  
 

 ＡＥＤを破損（紛失）しましたので、春日井市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸

出要綱第９条に基づき、次のとおり届け出ます。 

 

破損（紛失）日時      年   月   日   時   分 

ＡＥＤのモデル番号

及び製造番号 
 

破損（紛失）の状態 

※紛失した場合は、警察へ届出をしてください。 

破損（紛失）の経緯 

※破損（紛失）した場所や当時の状況等を、なるべく詳しく記載してください。 

 


